
資料５
令和6年11月21日 第２回 平塚市地域包括支援センター運営協議会

平塚市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める
条例の改正に伴い、

本協議会が果たす役割について



平塚市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を
定める条例の改正概要について

１ 改正趣旨

全国的に、地域包括支援センターの職員（３職種）の人材確保が困難となっ
ている状況を踏まえ、「介護保険法施行規則」が改正され、令和６年４月１日
に施行されたことに伴い、平塚市でも、「地域包括支援センターの人員及び運
営に関する基準を定める条例」を一部改正し、地域包括支援センターの職員の
配置基準について緩和を行います。

２ 改正のポイント

これまでの配置基準を原則とした上で
〇本協議会が必要と認める場合は、常勤換算方法（非常勤職員を常勤職員が
勤務すべき時間数に換算して配置する）により職員配置を可能とする。
〇本協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認める場合は、
複数のセンターが担当する区域を一つの区域とみなして、各センターに３職種
のうち２職種以上を配置すれば、配置基準を満たすものとする。

３ 施行日 公布の日



令和6年8月5日 介護保険最新情報（Vol.1299）【厚生労働省老健局】から


